
社会保険料控除
証明書が届きます

　国民年金保険料は全額が社
会保険料控除の対象となりま
す。社会保険料控除証明書は
年末調整や確定申告に必要と
なるため、大切に保管してく
ださい。

　

国
民
年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と
き
や
、
病
気
・
け
が
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家
計
を
支
え
て
い

た
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
に
所
得
を
保
障
し
、
安
定
し
た
生
活
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
た
め
の
制
度

で
す
。
日
本
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

福
祉
活
動
へ
の
理
解
を
深
め

る
た
め
、「
夢
を
持
っ
て
広
げ
よ

う 

絆
の
輪
」を
テ
ー
マ
に「
若
草

福
祉
ま
つ
り
２
０
１
３
」
を
11

月
16・17
日
に
開
催
し
ま
す
。

　

ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
体

操
競
技
代
表
・
田
中
理
恵
選
手

と
父
・
田
中
章
二
さ
ん
を
ゲ
ス

ト
に
迎
え
、
ス
ポ
ー
ツ
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

　

国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
人
で
、
第
２
号
被
保
険

者
・
第
３
号
被
保
険
者
以
外
の

人
（
例
：
自
営
業
や
農
業
に
従

事
し
て
い
る
人
、
学
生
ら
）

※
保
険
料
は
自
分
で
納
付

　

国
内
に
住
む
60
歳
以
上
65
歳

未
満
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

て
い
な
い
人
や
海
外
に
住
む
20

歳
以
上
65
歳
未
満
の
日
本
人
ら

※
保
険
料
は
自
分
で
納
付

　

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
人
（
第
１
号
被
保
険

者
）
の
た
め
に
、
次
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
も
窓
口
で
申
請

が
必
要
で
す
。

■
申
請
免
除

　

前
年
所
得
に
応
じ
て
全
額
・
４

分
の
３
・
半
額
・
４
分
の
１
免
除

＝
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前

年
所
得
を
審
査

■
若
年
者
納
付
猶
予

　

30
歳
未
満
の
人
の
納
付
猶
予
＝

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
を
審
査

■
学
生
納
付
特
例

　

学
生
の
納
付
猶
予
＝
本
人
の
前

年
所
得
を
審
査

□
失
業
特
例

　

退
職
や
失
業
し
た
人
は
離
職
票

の
コ
ピ
ー
な
ど
を
添
付
す
る
と
本

人
の
前
年
所
得
を
除
外
し
て
審
査

で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人

に
は
次
の
よ
う
な
給
付
が
あ
り
ま

す
。

■
老
齢
基
礎
年
金

　

保
険
料
を
納
め
た
期
間
や
免
除

さ
れ
た
期
間
が
25
年
以
上
あ
る
人

が
、
原
則
と
し
て
65
歳
か
ら
受
け

ら
れ
ま
す
。

■
障
害
基
礎
年
金

　

病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
障
が
い

が
残
っ
た
と
き
に
受
け
ら
れ
ま

す
。
（
一
定
要
件
あ
り
）

■
遺
族
基
礎
年
金

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
人

が
死
亡
し
た
と
き
に
、
18
歳
未
満

の
子
が
い
る
場
合
な
ど
に
妻
ま
た

は
子
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
（
一
定

　

老
齢
基
礎
年
金
を
ま
だ
受
け

取
っ
て
い
な
い
人
は
、
老
齢
基
礎

年
金
を
増
や
す
た
め
に
次
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
申
請
が

必
要
で
す
。

■
付
加
年
金

　

定
額
保
険
料
に
加
え
て
月
額

４
０
０
円
を
納
め
る
と
、
受
け
取

る
額
が
増
え
ま
す
。

※
国
民
年
金
基
金
未
加
入
者
の
み

■
追
納

　

過
去
10
年
以
内
に
免
除
ま
た
は

猶
予
の
期
間
が
あ
る
人
は
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
（
追
納
し
な
い

と
受
け
取
る
額
が
少
な
く
な
り
ま

す
）

■
高
齢
者
の
任
意
加
入

　

60
歳
以
上
で
未
納
な
ど
の
た
め

満
額
の
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
人

は
、
65
歳
ま
で
で
あ
れ
ば
任
意
で

年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
受
給

資
格
期
間
の
足
り
な
い
人
は
、
最

長
70
歳
に
な
る
ま
で
加
入
で
き
ま

す
）

■
後
納
（
平
成
27
年
９
月
ま
で
）

　

過
去
10
年
以
内
に
未
納
期
間
や

未
加
入
期
間
が
あ
る
人
は
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
付
（
後
納
）
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
後
納
に
よ
り
受

給
資
格
期
間
を
満
た
す
と
年
金
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

※
65
歳
以
上
で
す
で
に
受
給
資
格

が
あ
る
人
は
後
納
で
き
ま
せ
ん

要
件
あ
り
）

○
特
別
障
害
給
付
金

　

障
が
い
の
原
因
と
な
っ
た
け
が

な
ど
の
初
診
日
が
、
平
成
３
年
３

月
以
前
で
学
生
・
昭
和
61
年
３
月

以
前
で
第
２
号
被
保
険
者
の
扶
養

配
偶
者
で
、
当
時
、
国
民
年
金
に

任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
、
障

害
基
礎
年
金
１
・
２
級
相
当
の
障

が
い
に
該
当
す
る
人
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

○
寡
婦
年
金

　

年
金
を
納
付
し
た
期
間
と
免
除

期
間
を
合
わ
せ
て
25
年
以
上
あ
る

夫
が
何
の
年
金
も
受
け
ず
に
死
亡

し
た
と
き
に
、
生
計
を
維
持
さ
れ

て
い
た
妻
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

（
一
定
要
件
あ
り
）

　

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者

※
保
険
料
は
給
料
天
引
き

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配

偶
者

※
保
険
料
は
配
偶
者
が
加
入
し
て

い
る
年
金
制
度
が
負
担
（
自
分
で

納
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

【
納
付
方
法
】

①
納
付
書
で
全
国
の
金
融
機
関
、

　

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付

②
口
座
振
替

③
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
納
付

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人

を「
被
保
険
者
」と
い
い
、加
入
し

て
い
る
年
金
の
種
類
に
よ
っ
て
保

険
料
を
納
め
る
方
法
が
違
い
ま
す
。

【
場
所
】
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー・

ハ
ー
モ
ニ
ー
プ
ラ
ザ
（
若
草
町
）

▼
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用

ン
タ
ー
（
湊
町
七
丁
目
）
体
育
館

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ

【
内
容
】
ゲ
ス
ト
ト
ー
ク
、
お
楽

し
み
抽
選
会

【
対
象
】
市
内
在
住
の
小
学
生
以

上
（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

【
定
員
】
３
０
０
人
（
先
着
順
）

【
申
し
込
み
】
11
月
15
日
㈮
（
必

着
）ま
で
に
、は
が
き
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
で
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
、
参
加
人
数
、
あ
れ
ば

ゲ
ス
ト
へ
の
質
問
を
書
い
て
、

〒
790
０
９
４
８
市
坪
西
町
６
２
５

―１
（
公
財
）
市
体
育
協
会
へ

【
日
時
】11
月
23
日（
土
・
祝
）16
時

45
分
～
17
時
45
分

【
場
所
】
総
合
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

く
だ
さ
い

【
内
容
】
左
表
の
と
お
り
▼
17
日

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
は
無
料

で
す
が
整
理
券
が
必
要
で
す
。
11

月
５
日
㈫
～
15
日
㈮
（
無
休
）
ま

で
の
９
～
21
時
に
市
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
１
階
事
務
所
で
配
布
し
ま

す
（
整
理
券
が
な
く
な
り
次
第
、

終
了
）

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
921
２
１
１
１
・

941
４
４
０
８
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、（
公
財
）
市
体
育
協
会
☎
968
６
６
６
０
・

968

７
７
７
０
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
国
保
・
年
金
課
☎
948
６
３
５
６
・

934
２
６

３
１
、
松
山
東
年
金
事
務
所
☎
946
２
８
３
５
・

933
１
３
１
９
、
松

山
西
年
金
事
務
所
☎
925
５
１
７
５
・

923
４
６
１
９
へ

ど
ん
な
種
類

が
あ
る
の
？

い
く
ら

納
め
る
の
？

納
め
る
の
が

難
し
い
ん

だ
け
ど…

ど
ん
な
年
金
が

も
ら
え
る
の
？

年
金
を

増
や
し
た
い
！

田中 理恵選手

11/16（土）
・
17（日）

若
草
福
祉
ま
つ
り
２
０
１
３

若
草
福
祉
ま
つ
り
２
０
１
３

11/23
（土・祝）

ま
つ
や
ま
ス
ポ
ー
ツ

　
　
　

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
３

ま
つ
や
ま
ス
ポ
ー
ツ

　
　
　

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
３

み
ん
な
で

　

支
え
合
う

国
民
年
金

み
ん
な
で

　

支
え
合
う

国
民
年
金

み
ん
な
で

　

支
え
合
う

国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者

第
２
号
被
保
険
者

平
成
25
年
度
保
険
料

月
額
１
万
５
０
４
０
円

第
３
号
被
保
険
者

任
意
加
入
被
保
険
者

　１月１日から９月30日まで
の間に保険料を納めた人

11月に送付される人

　10月１日から12月31日まで
の間に今年初めて国民年金保
険料を納めた人

平成26年２月に送付される人

　控除証明書専用ダイヤル（11
月１日から設置）☎0570-070-
117、IP電話・PHSからは☎
03-6700-1130へ

問い合わせ

他
に
も
こ
ん
な
年
金
が

あ
り
ま
す

日 時間 内容

11/16
㈯

10:00 ～
10:15 開会式

10:30 ～
12:00 ボランティア各団体発表会

10:00 ～
15:00

ルンルン喫茶、お茶席、七宝
焼体験、要約筆記体験、余剰
品販売、レクリエーション遊び、
ペタンク体験

17 ㈰

10:30 ～
11:30

仮面ライダーガイムショー（1回目）・
お手持ちのカメラによる撮影会

13:00 ～
14:00

仮面ライダーガイムショー（2回目）・
お手持ちのカメラによる撮影会

14:30 ～ お楽しみ抽選会

10:00 ～
15:00

ペタンク競技紹介、マッサー
ジ、車いす体験、子どもの遊
び場、点字を学ぼう

16 ㈯ 10:30 ～
15:00

介護、障がい健康相談コー
ナー、手話を学ぼう、障がい者
団体などによるバザー、サロン
作品展、陶芸作品販売、スタン
プラリー、手すき和紙体験コー
ナー、各種屋台・物産・食べ物
コーナー

17 ㈰ 10:00 ～
15:00
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